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  次の遊技機は、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和60年国家公安委員会規則第４号。以下「規則」という。）第６条に定める技術上の規格に適合していると認めるので、規則第９条第１項の規
定により告示する。

令和6年5月7日

岡　山　県　公　安　委　員　会

検 定 番 号 検定の有効期間

1

東京都品川区西品川一丁目１番１号
住友不動産大崎ガーデンタワー
　　　株式会社ロデオ
（代表取締役　河内　秀和）

回胴式遊技機 Ｌ　Ａ－ＳＬＯＴ＋このすば　ＦＸ 株式会社ロデオ ４Ｓ０２６２
公示の日（令和6年5月7
日）から３年間

申請者の氏名又は名称
及び住所

遊技機の種類 型式名 製造業者名

公示の日（令和6年5月7
日）から３年間

3
名古屋市中村区長戸井町三丁目１２番地
　　　豊丸産業株式会社
（代表取締役　永野　光容）

ぱちんこ遊技機 ＰＡこの素晴らしい世界に祝福を！ＶＭ１ 豊丸産業株式会社 ４１０１４３
公示の日（令和6年5月7
日）から３年間

2

東京都品川区西品川一丁目１番１号
住友不動産大崎ガーデンタワー
　　　株式会社銀座
（代表取締役　後藤　正人）

ぱちんこ遊技機 ｅ北斗の拳１０ＧＨＥＧ 株式会社銀座 ４１０１６４

公示の日（令和6年5月7
日）から３年間

4
大阪市中央区内本町一丁目１番４号
　　　株式会社ＪＦＪ
（代表取締役　松下　智人）

ぱちんこ遊技機 Ｐリング　呪いの７日間３　Ｌｉｇｈｔ　ＪＶＺ 株式会社ＪＦＪ ４１０１４０
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  次の遊技機は、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和60年国家公安委員会規則第４号。以下「規則」という。）第６条に定める技術上の規格に適合していると認めるので、規則第９条第１項の
規定により告示する。

令和6年5月13日

岡　山　県　公　安　委　員　会

検 定 番 号 検定の有効期間

1
名古屋市中村区烏森町三丁目５６番地
　　　株式会社ニューギン
（代表取締役　新井　悠司）

ぱちんこ遊技機 Ｐ花の慶次～傾奇一転Ｌ－ＭＸ 株式会社ニューギン ４１０１６５
公示の日（令和6年5月13
日）から３年間

申請者の氏名又は名称
及び住所

遊技機の種類 型式名 製造業者名

公示の日（令和6年5月13
日）から３年間

3
名古屋市中村区烏森町三丁目５６番地
　　　株式会社ニューギン
（代表取締役　新井　悠司）

ぱちんこ遊技機 ＰＡ銀河英雄伝説ＤＮＴＮ２－Ｘ 株式会社ニューギン ４１００５５
公示の日（令和6年5月13
日）から３年間

2
名古屋市中村区烏森町三丁目５６番地
　　　株式会社ニューギン
（代表取締役　新井　悠司）

ぱちんこ遊技機 ｅ花の慶次～傾奇一転Ｌ２－ＭＸ 株式会社ニューギン ４Ｐ０１７９
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  次の遊技機は、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和60年国家公安委員会規則第４号。以下「規則」という。）第６条に定める技術上の規格に適合していると認めるので、規則第９条第１項の規
定により告示する。

令和6年5月20日

岡　山　県　公　安　委　員　会

検 定 番 号 検定の有効期間

1
東京都渋谷区渋谷三丁目２９番１４号
　　　株式会社ジェイビー
（代表取締役　富山　一郎）

ぱちんこ遊技機 ｅフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン２　Ｒ 株式会社ジェイビー ４Ｐ０３０１
公示の日（令和6年5月20
日）から３年間

申請者の氏名又は名称
及び住所

遊技機の種類 型式名 製造業者名

公示の日（令和6年5月20
日）から３年間

2
東京都台東区東上野一丁目１６番１号
　　　株式会社平和
（代表取締役　嶺井　勝也）

ぱちんこ遊技機 ＰバンドリＨ１ＹＺ４ 株式会社平和 ４１００３９
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公示の日（令和6年5月27
日）から３年間

2
名古屋市中区丸の内二丁目１１番１３号
　　株式会社サンセイアールアンドディ
（代表取締役　山本　和弘）

ぱちんこ遊技機 ｅゴッドイータートリプルバーストＭＪ 株式会社サンセイアールアンドディ ４１０１９２

検 定 番 号 検定の有効期間

1
岡山市南区福富東二丁目２０番６号
　　　セブンリーグ株式会社
（代表取締役　白石　顕大）

回胴式遊技機 ＬパチスロゴッドイーターリザレクションＳＬＥＤ セブンリーグ株式会社 ４Ｓ０１５９
公示の日（令和6年5月27
日）から３年間

申請者の氏名又は名称
及び住所

遊技機の種類 型式名 製造業者名
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  次の遊技機は、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和60年国家公安委員会規則第４号。以下「規則」という。）第６条に定める技術上の規格に適合していると認めるので、規則第９条第１項の
規定により告示する。

令和6年5月27日

岡　山　県　公　安　委　員　会


